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（参考3）携帯電話番号の有効利用に向けた電気通信番号に係る制度の在り方
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第４章 その他

以上に述べてきたように、M2M等専用番号の導入や携帯電話番号の指定基準の見直しを

行っても、携帯電話番号のひっ迫（不足）が生じる場合も考えられる。したがって携帯電話
番号（090/080/070）と隣接している060番号については9,000万番号が未指定の状態となっ
ているため 、携帯電話番号の需要やM2M等専用番号の利用動向を踏まえつつ、将来的に携
帯電話番号として使用することも見据えて留保しておくことが適当である。

また、0AB0番号帯の一部は付加サービス向けに使用してきており、0800番号は着信課金
サービスを識別するための番号として使用されているところ、0900番号及び0700番号につ
いても付加サービスに用いるべきとの考え方も取り得る。一方、0900番号及び0700番号は

未使用であるところ、番号のひっ迫状況によっては、将来的に携帯電話向けに使用するべき
との判断もあり得るため、引き続き留保しつつ、番号の使用状況全般を注視していくことが
適当である。


